専門業務型裁量労働制による労働時間のみなしに関する協定書

有限会社○○○○（以下「会社」という。）と同社従業員代表とは、労働基準法第３８条の３第１項の規定にもとづいて裁量労働者の労働時間の取扱いについて次のとおり協定する。

（対象業務および労働時間のみなし）

第1条 次に掲げる業務については、裁量労働による労働時間のみなし（以下「裁量労働制」という。）を適用する。

（１）　　　　　　　　　　の業務

（２）　　　　　　　　　　の業務

（裁量労働の原則）

第2条 対象従業員に対しては、原則として会社の業務執行の手段および時間配分の決定などにつき具体的な指示をしないものとする。

（労働時間の算定）

第3条 第１条各号に掲げる業務従事者（以下「裁量労働者」という。）が所定労働日に勤務した場合は、所定労働時間労働したものとみなす。

（休憩・休日）

第4条 裁量労働者の休憩・休日ならびに休暇は、就業規則の定めるところによる。

（休日労働）

第5条 裁量労働者が休日に出勤した場合は、所定労働時間労働したものとみなす。

　２　前項の休日労働については、賃金規程の定めるところにより休日割増手当を支払う。

第6条 （深夜労働）

第7条 裁量労働者が深夜に労働した場合は、その時間に相当する深夜割増手当を支払う。

（欠勤、休暇など）

第8条 裁量労働者が欠勤、有給休暇、特別休暇その他により事業場外における労働に従事しなかった日については、第２条の規定は適用しない。

　２　　遅刻、早退その他明らかに業務に従事しなかった時間がある場合においては、第２条のみなし労働時間の合計からその時間を控除する。

（有効期間）

第9条 この協定の有効期間は、平成　　年　　月　　日より平成　　年　　月　　日までの１年間とする。

（自動更新）

第10条 この協定有効期間満了期日の１か月において、労使双方にこの協定の取扱いについて異議がない場合には、有効期間満了後も同一条件でさらに１年間更新するものとし、以降も同様の取扱いとする。

平成　　年　　月　　日

有限会社○○○○
代表取締役社長　　　　　　　　　　　　　　㊞

従業員代表　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
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